
政治活動用事務所に掲示する立札・看板の規格について

設置できないもの

杭などでつぎたした場合は、その部分は脚とみなされます。

6 事務所の扉などに直接名称を記載（表示）したものなどは、立札・看

板の類と認められないので掲示できません。ただし、制限規格内の枠

を設け、そこに直接後援団体の名称を記載したのは、立札・看板の類

と認められるので使用できます。
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脚（足）を含めると150㎝を超えてしまう看板・立札を設置することは
できません。

同じ場所に設置できるのは２つまでです。3

4 杭などに看板をくくりつけてある場合は、杭なども看板の一部とみな

しますので、左下の図のような設置のしかたはできません。
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事務所の場所を示すための看板であるので、選挙運動に関する内容は

記載してはいけません。

政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動
用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されてい
ます。
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看板の証票は看板の表に貼付して

ください。

左の図は一例であって、看板の上

部に貼っても差し支えありません。
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